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沖縄県病院事業局財務会計事務改善事業企画提案仕様書 

 

 

１ 委託事業名  沖縄県病院事業局財務会計事務改善事業 

 

２ 委託業務の目的 

  沖縄県病院事業は、平成 18 年度に地方公営企業法が全部適用されることとな

って以降、総務省の地方公営企業会計制度見直しにより、平成 26 年度に新地方

公営企業会計基準が適用され現在に至っている。 

これまで公営企業会計に関するマニュアル作成や会計事務のルールやノウハ

ウを学ぶ機会等が十分ではなかったことから、令和２年度包括外部監査報告にお

いて、決算書の正確性が問われる等の多岐にわたる問題点が指摘されており、改

善に向けた取組は喫緊の課題である。 

  そのため、沖縄県病院事業経営の健全化、財務状況の明確化及び財務会計事務

適正化を継続的に推進することを目的に、専門家によるハンズオン支援を受け、

沖縄県病院事業局財務会計事務改善プロジェクト・チームを中心に、財務会計事

務改善事業を実施する。 

 

３ 委託業務の履行場所（対象組織） 

 ⑴ 沖縄県病院事業経営課 

 ⑵ 沖縄県立北部病院 

 ⑶ 沖縄県立中部病院 

 ⑷ 沖縄県南部医療センター・こども医療センター 

 ⑸ 沖縄県立宮古病院 

 ⑹ 沖縄県立八重山病院 

 ⑺ 沖縄県立精和病院 

 

４ 委託業務の計画期間  契約締結の日から令和６年度までの２年間 

  ※ 事業の実施状況及び実施成果により事業実施者として適切か否かを判断

し、事業年度毎に契約を行う。 

  ※ 令和６年度においては、必要に応じて事業期間、事業規模及び事業内容の

見直しを行う場合がある。また、各年度の病院事業局の予算状況によって

契約の一部または全部を締結しないことがある。 

 

５ 提案上限額および積算見積（※令和５年度実施分のみ） 

 ⑴ 本委託業務に係る提案上限額は33,600,000円以内(消費税及び地方消費税を

含む)とする。なお、本事業の企画提案における提案価格の上限であり、契約
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時の予定価格を示すものではない。 

 ⑵ 本事業で対象とする経費は、事業の執行に直接必要な経費及び事業成果のと

りまとめに必要な経費とし、主な経費は次のとおりとする。 

  Ⅰ 人件費 

  Ⅱ 事業費 

    ・補助人件費 

    ・賃借料 

    ・旅費 

    ・消耗品費 

    ・燃料費 

    ・印刷製本費 

    ・通信運搬費 

    ・燃料費 

    ・その他必要経費 

  Ⅲ 一般管理費 

  Ⅳ 消費税 

 

６ 委託業務の概要 

受注者は、沖縄県病院事業の多岐にわたる財務会計事務課題を解決するため、

適切な専門家を派遣し、一定期間集中して改善事業を実施する。 

業務は、自ら取り組む業務として、事前調査やヒアリング等、現場の状況を事

前に十分調査を行い、財務経会計事務の効果的かつ効率的な業務処理方法を専門

的見地から体系的に整理検討し、改善策等の提案を行う他、関係法令等の整備や

財務会計事務のフォローアップを行う。 

また、沖縄県病院事業局が設置する「沖縄県病院事業局財務会計事務改善プロ

ジェクト・チーム（以下「財務会計事務改善ＰＴ」という。）」の各チームから提

起された課題について、自ら問題解決や改善策を立案し、主体的な取組が実現で

きるよう支援する。支援中は、支援の進捗管理、成果の評価、財務会計事務改善  

ＰＴによる課題改善取組のフォローまで､プロセスマネジメントを行う。 

 ⑴ 病院事業財務会計事務の現状調査 

  ア 資料収集 

  イ 実地調査 

  ウ 業務分析 

  エ 課題抽出 

  オ 他府県参考事例調査 

 ⑵ 病院事業財務会計事務の改善策の検討 

  ア 課題改善策検討 

   ① 財務会計事務改善ＰＴによる提案課題 
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   ② ⑴ 病院事業財務会計事務の現状調査による課題 

   ③ 令和２年度包括外部監査報告指摘事項及び課題 

   ④ 予算書及び決算書の課題 

 ⑶ 病院事業財務会計関係法令等の整備 

  ア 他府県調査 

  イ 財務規程等改正案作成 

  ウ 統一運用マニュアル作成 

   ① 財務会計マニュアル 

   ② 企業会計マニュアル 

   ③ Ｑ＆Ａマニュアル 

⑷ 病院事業財務会計事務のフォローアップ 

ア 対象全組織における課題改善取組実施後の検証及び支援 

イ 財務事務改善ＰＴによる各所属における課題改善取組実施の支援 

ウ 職員研修 

① 役職別 

 ② 分野別 

エ 例月出納検査 

オ 予算作成 

カ 決算整理 

キ 疑義照会 

  

７ 業務内容等 

 ⑴ 病院事業財務会計事務の現状調査 

・ 病院事業経営課及び県立６病院を訪問し、各病院の組織体制を確認し、財 

務会計事務処理の現状について資料収集や実地調査を行い、業務分析、課題 

抽出等を行うこと。 

・ 財務会計事務改善ＰＴにより提案された課題等、令２年度包括外部監査報 

告書の指摘等の課題、予算書、決算書の課題についても調査、業務分析を行 

うこと。 

・ 必要に応じて、事務の効率化や軽減につながる改善策の検討に係る他府県 

事例の現地調査を行うこと。 

・ 調査によって抽出した課題については、課題報告書を提出すること。 

   

 ⑵ 病院事業財務会計事務の事務改善策の検討 

・ 上記６⑴による課題報告書に係る改善策を検討し、改善計画書を作成する

こと。 

・ 財務会計事務改善ＰＴへの支援については、各チーム合意のもと、支援計

画書を作成すること。 
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・ 支援計画書には、課題をそのレベルに応じて、即解決するものと、財務会 

計事務改善ＰＴが取り組むものに振り分け、各課題に応じた必要な支援プロ  

セスを設定すること。 

・ 随時、財務会計事務改善ＰＴ会議で検討される事項について、助言、指導 

を行うこと。 

  

 ⑶ 病院事業財務会計関係法令等の整備  

・ 病院事業財務会計の改善につながる財務規程及び取扱通知等の改正案や、 

取扱要領等（案）を作成し報告する。なお、報告には、他府県等の参考資料

を収集し添付すること。 

・ 事務経験の蓄積を補う統一運用のマニュアルを作成する。 

マニュアルは、財務会計事務改善ＰＴの意見が反映され、事務担当者が理解

しやすいものとなるよう、文字配列や構成等を工夫し、随時更新し、継続的

に活用できるものとすること。 

・ 法令等の規定に基づく財務会計事務マニュアルの作成は、財務会計事務改

善ＰＴが取り組むものとし、作成に係る支援を行うこと。 

・ 複式簿記に係る公営企業会計マニュアルは、病院事業に特化したマニュア

ルを作成すること。 

 

⑷ 病院事業財務会計事務のフォローアップ 

・ 職員向けに役職別等の研修を実施すること。 

・ 月 1 回程度、事務担当者向け分野別勉強会を開催すること。 

・ 財務会計事務改善ＰＴメンバーが各所属で課題改善取組の実施状況につい 

て確認し、取組が円滑に実施できるよう支援を行うこと。 

・ 例月出納検査や予算書作成、決算書作成（決算整理含む）に係る支援を 

うこと。 

・ 日々の疑義照会への対応（助言、指導等）を行い、Ｑ＆Ａマニュアルへ反 

映させること。 

 

８ 業務の着手 

  受注者は、契約締結後、速やかに業務に着手しなければならない。この場合に

おいて、業務を総括する責任者（以下「業務責任者」という。）を置くこと。 

 

９ 業務責任者 

  業務責任者は、業務全般の管理責任者として、契約書及び仕様書に基づき業務

の管理を行うものとする。 
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10 公認会計士等有識者のハンズオン支援 

 ⑴ 受注者は、本業務に係る相談及び指導ができるよう、法適用に係る業務に精

通した専門的知識と経験を有する公認会計士有資格者の配置によるハンズオ

ン支援を行うこと。 

⑵ 受注者は、本業務に係る相談及び指導が出来るよう、法適用及び公営企業会

計業務に精通した専門知識と経験を有する者の証である総務省の「経営・財務

マネジメント強化事業（公営企業関係）」に登録されているアドバイザーかつ

公営企業実務経験者の配置によるハンズオン支援を行うこと。 

 ⑶ 公営企業実務経験者は、公営企業の実務を 10 年以上経験しているものとす

る。 

 ⑷ 公認会計士は、本業務に係る支援を発注者が受けられるよう、主要な打ち合

わせ、財務会計事務改善ＰＴ会議、発注者が開催する勉強会等※に参加するこ

と。 

   ※勉強会等とは、財務会計事務担当者勉強会（月１回）、 

財務会計事務巡回審査指導等（月１回程度） 

財務事務点検（本庁及び県立６病院実施） 

 

11 業務計画 

  受注者は、本業務の実施にあたり、発注者と十分な協議を行い、次に掲げる⑴ 

から⑸号に係る書類を契約締結後 14 日以内に、⑹号から⑻号については、業務 

の進捗に合わせ発注者と調整の上、提出するとともに、発注者の承認を得なけれ 

ばならない。また、受注者はやむを得ず、「業務計画書」の内容を変更しなけれ 

ばならない場合は、「業務計画変更書」を提出し、発注者の承認を得なければな 

らない。 

 ⑴ 執行体系図及び緊急連絡表 

 ⑵ 業務責任者及び従事者名簿（経歴書を添付） 

⑶ 業務計画書 

 ⑷ 業務工程表 

 ⑸ 管理技術者等届（経歴書含む） 

 ⑹ 実績報告書 

 ⑺ 成果品 

  ア 課題報告書 

  イ 改善計画書及び支援計画書 

  ウ 財務規程等改正案、事務取扱要領案、事務取扱通知案 

  エ 公営企業会計(病院事業会計）マニュアル 

  オ Ｑ＆Ａマニュアル 

  カ 役職別研修資料 

  キ 分野別研修資料 
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  ク 疑義照会対応記録 

⑻ その他発注者が指示する書類  

 

12 業務の実施状況に関する事項 

 ⑴ 本業務の進捗状況を毎翌月 10 日までに病院事業経営課予算経理班に報告す

ること。 

 ⑵ 本業務の契約は、精算条項をもうけた概算契約となっており、事業完了後、

実際に事業に要した額に基づき精算する。 

 

13 守秘義務 

  受注者は、本業務の実施に関して知り得た発注者の守秘義務に属する事項につ 

いて、これを第三者に漏らしてはならない。 

 

14 転用の禁止 

  受注者は、本業務の実施により知り得た各種情報について、これを発注者の承 

諾なく第三者の公表、貸与あるいは無断に使用してはならない。 

 

15 損害賠償 

 ⑴ 本業務に伴い事故等が発生した場合は、受注者は、所要の措置を講じるとと  

  もに、事故発生の原因、経過及び内容等について、直ちに発注者に報告しなけ

ればならない。 

⑵ 前号において生じた損害は、すべて受注者の責任において解決するものとす

る。 

 

16 著作権について 

 ⑴ 成果物及び本事業で作成した資料(様式等含む)の著作権及び所有権は、全て  

  沖縄県病院事業局に帰属する。ただし、本委託業務にあたり、第三者の著作権

その他の権利抵触するものについては、受託者の費用をもって処理するものと

する。 

⑵ 本業務の成果物の使用制限は設けないものとする。 

⑶ 本業務作成物で使用する文章、写真等は全て委託者から受託者への提供が可

能なもののみを使用する。 

⑷ 本事業のコンテンツに関する二次使用料は、一切発生しないこと。 

 

17 疑義の解釈 

  本業務の実施について、本仕様書及び関係法令等に明示されていない事項又は 

疑義を生じた場合は、発注者と受注者で協議し決定するものとする。 
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18 実績報告及び検査  

 ⑴ 委託業務が完了した際には、実績報告書を提出すること。 

 ⑵ 実績報告書において、提出する委託業務に係る支出は、全て、支出額、支出

先、支出目的を明らかにする証書書類（領収書や納品書等、人件費については

出勤簿や業務日誌等の事業に従事したことがわかる書類）が必要であり、精算

の際には委託者がそれらの証拠書類を検査した上で支払うものあること。 

⑶ 受注者は、実績報告書を提出し、発注者の検査をうけるものとし、検査完了

合格をもって業務を完了するものとする。 

⑷ 本業務完了後であっても成果品に記入漏れ、不備、誤りまたは是正事項が発

見された場合は、発注者の指示に従い、受注者の負担において速やかに是正す

るものとする。 

 

19 一括再委託の禁止 

  受注者は、業務の全部を第三者に請け負わせてはならない。ただし、業務の一 

部を第三者に請け負わせる場合は、あらかじめ書面により発注者の承諾を得るも

のとする。委託業務が個人情報の取扱いを伴うものである場合は、その業務の一

部（個人情報の取扱を伴う部分に限る。）を第三者に委任し、又は請け負わせて

はならない。 

 

20 その他留意事項 

 ⑴ 本仕様書の内容は、企画提案のために設定したものであり、実際の委託契約

の仕様書とは異なる場合がある。 

 ⑵ 事業の実施に当たっては、沖縄県と協議の上、進めて行くものとし、選定さ

れた企画提案の内容の全てを実施することを保証するものではない。 

 ⑶ 本仕様書に定めのない事項で、事業の実施に当たり必要となる事項について

は、発注者と受託者で協議の上、決定する。 
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※　経営改善班長、施設整備・ICT推進班長、予算経理班長及び主幹

チーム チーム

医　事 予算・決算　 経理・出納
施設整備
（固定資産）

チーム チーム

病院事業財務会計事務改善ＰＴ

施設整備
（公契約）

チーム

本庁担当
職員１名
及び
各病院
１名以上

サブリーダー
（本庁班長等※４名及び各病院課長１名）

統括リーダー
（病院事業経営課長）

本庁担当
職員１名
及び
各病院
１名以上

本庁担当
職員１名
及び
各病院
１名以上

本庁担当
職員１名
及び
各病院
１名以上

本庁担当
職員１名
及び
各病院
１名以上

 


